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はじめに 

育和連合では「自分たちのまちは自分たちで守る」という自主防災意識のも

とに従来から「地域防災リーダー」が組織され、災害に強いまちづくりに向

けて大きな一歩を踏み出しています。 

現在、「地域防災リーダー」の皆さんは、地域防災の輪の中心となり、 

大災害が発生した時には地域の防災活動のエキスパートとして、又、 

平常時には地域内へ防災意識を広める中心的な存在として活躍すべく、 

日夜、防災学習、技術訓練に励んでいます。 

本防災計画は「地域防災リーダー」のみなさんの防災知識、防災技術が 

盤石なものとなり、いつでも冷静に対処し、被害を最小限に食い止める 

ことが出来る“自信”につながれば幸いです。 

育和連合振興町会 

会長 三原 順一 

 

 

  

                  ・・・・・・・・ 

 

                   育和連合振興町会 

                   会長  三原 順一 
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１ 基本的な考え方 

災害が発生した直後は、交通網の寸断、火災の同時多発などにより、消防や警察

などの防災機関が十分に対応できない可能性があります。そんなとき、力を発揮す

るのが「隣近所をはじめとした地域の協力体制」です。 

実際に、阪神・淡路大震災のときには、地域住民が自発的に救出・救助活動を行

い、多くの人命を救うとともに、その後の復興にも大きな力を発揮しました。 

また、東日本大震災のときのように避難所生活が長引く場合にも、地域住民が助

け合って、さまざまな困難を乗り越えなければなりません。 

私たちの地域では、「自分たちのまちは自分たちで守る」という心構えで、地域

のみんなで助け合いながら、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平常時 

防災知識の普及や啓発 

防災訓練 

災害に備える

ための活動を

行います。 

自主防災組織の役割 

 

災害時 

避難所の開設・運営 

情報の収集や伝達 

救出や救護 

避難誘導 

初期消火 

人命を守り、

被害の拡大を

防ぐための活

動を行いま

す。 

災害対策基本法 

防災基本計画（国） 

 

大阪市地域防災計画 

 

育和地区防災計画 

 

防災知識の普及や啓発 地域の安全点検 

東住吉区地域防災計画 
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２ 対象地域 

この計画の対象地域は、次のとおりとします。 

   ・杭全１丁目～８丁目 

   ・今林１丁目～４丁目 

   ・今川１丁目～３丁目、５丁目、６丁目、８丁目１番～７番 

 

３ 活動方針 

（１）平常時の対応 

いざというときに地域の力が発揮できるよう、地域のみんなで協力して防災活

動に取り組みます。 

 

ア 防災知識の普及・啓発 

防災対策では、地域住民の一人ひとりが防災に関心を持ち、準備することが

重要です。地域住民への防災知識の普及や啓発活動を行います。 

 

イ 地域の安全点検 

防災の基本は、自分たちの住むまちを知ることです。地域の危険な場所や防

災上問題のある場所などを確認し、改善のための働きかけなどを行います。 

 

ウ 備蓄物資・防災資器材の整備 

備蓄物資・防災資器材は、災害発生時に活躍します。地域で備蓄物資・防

災資器材を整備し、日頃の点検や使い方を確認します。 

 

エ 防災訓練 

防災訓練は、いざというとき、あわてず、的確に対応するための欠かせない

活動です。地域住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練を行います。 

 

（２）災害時の対応 

災害時は、負傷者の発生や火災など様々な事態が発生する可能性があります。

区災害対策本部等関係機関とも連携しながら、みんなで力を合わせて活動しま

す。 

 

ア 情報の収集・伝達  

区災害対策本部等関係機関などから正しい情報を収集し、地域住民に伝達し
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ます。また、地域の被災状況や火災発生状況などを取りまとめ、区災害対策本

部へ報告します。 

 

イ 救出・救助活動 

自分自身がケガをしないよう注意しながら、みんなで協力して負傷者や家屋

の下敷きになった人の救出・救助活動を行います。 

 

ウ 初期消火活動 

火災の延焼拡大を防ぐための初期消火活動を行います。 

 

エ 医療救護活動 

医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応急手当をして、救護所など

へ搬送します。 

 

オ 避難誘導 

地域住民を安全な避難場所などへ誘導します。 

 

カ 給食・給水活動 

地域で必要な物資を把握し、区災害対策本部とも連携しながら、必要に応じ

て炊き出しなどの給食・給水活動を行います。 

 

（３）避難行動要支援者等への支援 

災害時に大きな被害を受けやすいのは、高齢者や障がい者、子どもなど、人の

助けを必要とする人（避難行動要支援者）です。こうした避難行動要支援者を災

害から守るため、みんなで協力しながら支援を行っていきます。 

 

ア 避難行動要支援者の身になって、防災環境の点検・改善を行う。 

目や耳の不自由な人にも、警報や避難情報がきちんと伝えられるか、避難経

路等に障害物や危険な場所はないかなどを点検し、改善に努めます。 

 

イ 避難するときは、しっかり支援する。 

隣近所の助け合いが重要です。複数の避難支援者が一人の避難行動要支援者

を支援できる体制を作り、支援に努めます。 

 

ウ 困ったときこそ温かい気持ちで接する。 

非常時こそ、不安な状況に置かれている人にやさしく接する必要があります。 

困っている人や避難行動要支援者には、思いやりの心を持って接します。 
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エ 日頃から積極的にコミュニケーションを図る。 

いざというときに円滑に支援ができるよう、日頃から積極的に避難行動要支

援者とのコミュニケーションを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


